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仙台市水道局ホームページリニューアル及び運用保守等業務委託 

公募型プロポーザル募集要項 

 

本要項は、仙台市水道局ホームページリニューアル及び運用保守等業務の受託候補事業者を公募型プ

ロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定するにあたり、募集手続等の必要な事項を

定めるものである。 

 

１ 業務委託概要 

(1) 業務件名 

仙台市水道局ホームページリニューアル及び運用保守等業務委託（以下｢本業務｣という。） 

 

(2) 業務目的及び委託内容 

サイトの構成やデザインの見直しのほか、CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）の導入を

含めた、仙台市水道局ホームページの全面的なリニューアルを行い、併せて、リニューアル後のホー

ムページを適切に維持管理するため、CMSやサーバー等の運用保守を行うもの。 

細部は「仙台市水道局ホームページリニューアル及び運用保守等業務委託仕様書（以下「仕様書」

という。）」に記載のとおり。 

 

(3) 履行期間 

本業務の契約締結の日から令和 13年３月 31日までとする。細部は仕様書に記載のとおり。 

 

(4) 履行場所 

仙台市水道局本庁舎 他 

 

(5) 委託上限金額 

本業務の委託上限金額は、２０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

なお、上記金額には本業務に係る費用の一切を含む。 

（年度別内訳） 

・令和８年度 ：１２，２１２，０００円 

・令和９年度 ：１，９４７，０００円 

・令和 10年度：１，９４７，０００円 

・令和 11年度：１，９４７，０００円 

・令和 12年度：１，９４７，０００円 

 

(6) 委託料の支払条件 

ア 再構築業務及び初期運用支援：業務完了後支払い 

イ 運用・保守：業務完了後毎月支払い 
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(7) 担当課 

仙台市水道局総務部総務課総務係 （担当：古瀬・宍戸） 

〒９８２－８５８５ 仙台市太白区南大野田２９－１（仙台市水道局本庁舎４階） 

電 話 ０２２－３０４－０００７ 

Ｆ Ａ Ｘ ０２２－２４９－２００６ 

電子メール sui072110@city.sendai.jp 

 

 

２ プロポーザル実施スケジュール 

本業務の企画提案募集開始から契約締結までの各種日程は以下のとおりとする。 

内容 日程等 

（1）公募開始 令和７年４月 10日（木） 

（2）質問受付期限 令和７年４月 25日（金） 17時必着 

（3）質問への回答 令和７年５月８日（木） 17時までに仙台市水道局

ホームページに掲載 

（4）参加資格確認申請書等提出期限 令和７年５月 19日（月） 17時必着 

（5）参加資格確認結果通知 令和７年５月 23日（金） 

※発送日 

（6）企画提案書等・辞退届提出期限 令和７年６月２日（月） 17時必着 

（7）プレゼンテーション（ヒアリング）

実施 

令和７年６月 11日（水）（予定） 

※実施時間等の詳細は別途通知予定 

（8）審査結果通知・公表（受託候補事業

者の特定） 

令和７年６月 27日（金）（予定） 

※発送日・公表日 

（9）契約締結 令和７年８月中旬頃（予定） 

※質疑応答書、参加資格確認申請書、企画提案書等は（1）の公募開始日から提出可能とする。

これらの作成・提出にあたっては５～８に記載している所定の方法により行うこと。 

 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、以下の全ての要件を満たす者とする。 

ア 本業務に対応する業種について、仙台市水道局契約規程（昭和 39 年仙台市水道局規程第 1

7号）第４条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項各号に掲げる要件に該当

しない者であること。 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始又は民事再生法（平成 11 年

法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立中又は手続中でないこと。 

エ 有資格業者に対する指名停止に関する要綱（昭和 60 年 11 月１日管理者決裁）第２条第１

項の規定による指名の停止を受けていないこと。 

mailto:sui072110@city.sendai.jp
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オ 仙台市水道局入札契約暴力団等排除要綱(平成 20年 10月 31日管理者決裁)別表各号に掲げ

る要件に該当しない者であること。 

カ 過去 10年度以内（平成 27年４月１日から令和７年３月 31日までの間）に、都道府県、政

令指定都市（議会事務局、上下水道局、消防局等の独立した個別ホームページ作成も含む）

又は中核市（市のホームページのみ）においてホームページ導入実績を有すること。 

キ 企業連合（本業務を共同連帯して受託するため、２以上の法人を構成員として結成された共

同企業体をいう。）にあっては、１の代表構成員と１以上の構成員により構成されるものと

し、以下の全ての要件を満たしていること。 

(ｱ) 全ての構成員が、上記アからカに掲げる要件を満たしていること。ただし、ア及びカの

要件は、代表構成員が該当すれば可とする。 

(ｲ) 全ての構成員が、単独又は他の企業連合の構成員として本プロポーザルに参加してい

ないこと。 

(ｳ) 構成員が代表構成員に発注者と折衝する行為等を委任していること。 

(ｴ) 公募型プロポーザル参加資格確認申請書（様式２）の提出前に、企業連合を成立させて

いること。 

(ｵ) 業務完了時まで、代表構成員の変更がないこと。 

(ｶ) 公募型プロポーザル参加資格確認申請書（様式２）の提出時から契約締結時までは、構

成員の変更がないこと。 

 

 

４ 応募書類の配布方法 

仙台市水道局ホームページ（事業者の方へ＞契約・入札情報＞お知らせ＞仙台市水道局ホームページ

リニューアル及び運用保守等業務委託に係る公募型プロポーザルを実施します）からのダウンロード

によるものとする。 

(1) 応募書類の掲載ページ 

https://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/07-jigyousha/07-140-20250410.html 

 

(2) 掲載資料 

項番 書類の名称 ファイル形式 

１ 
仙台市水道局ホームページリニューアル及び運用保守等業務委託公

募型プロポーザル募集要項 
PDF 

２ 募集要項別紙「評価基準」 PDF 

３ 
仙台市水道局ホームページリニューアル及び運用保守等業務委託仕

様書 
PDF 

４ 仕様書別紙１「【回答票】機能要件一覧」 Excel 

５ 仕様書別紙２「【回答票】非機能要件一覧」 Excel 

６ 仕様書別紙３「【回答票】データセンター要件一覧」 Excel 

７ 質疑応答書（様式１） Word 

https://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/07-jigyousha/07-140-20250410.html
https://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/07-jigyousha/07-140-20250410.html
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８ 公募型プロポーザル参加資格確認申請書（様式２） Word 

９ 企業連合協定書（様式３） Word 

10 企業連合届出書（様式４） Word 

11 公募型プロポーザル参加辞退届出書（様式５） Word 

 

 

５ 質問の受付及び回答 

(1) 質問の受付 

以下のとおり仕様書等に関する質問を受け付ける。ただし、本プロポーザルの審査に支障をきたす

質問については受け付けない。 

ア 受付期間 

公募開始日から令和７年４月 25日（金） 17時まで（必着） 

イ 提出先 

前記１（7）の担当課 

ウ 受付方法 

質疑応答書 様式１に必要事項を記入し、件名を「【質問書】仙台市水道局ホームページリ

ニューアル及び運用保守等業務委託」としたうえで、提出先へ電子メールにより送付するこ

と。電子メール送信後は、提出先へ電話連絡し、送達確認を行うこと。 

なお、電子メール以外の方法での質問は受け付けない。 

 

(2) 質問への回答 

受付期間内に受け付けた全ての質問への回答については、質問者に関する情報を伏せたうえで、令

和７年５月８日（木）17 時までに仙台市水道局ホームページ（https://www.suidou.city.sendai.j

p/nx_html/07-jigyousha/07-140-20250410.html）に掲載することにより公表する。 

 

 

６ 参加資格確認申請書等の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する場合は、以下のとおり書類を提出すること。 

(1) 提出書類・提出部数 

ア 公募型プロポーザル参加資格確認申請書 様式２：１部 

イ 会社の事業概要等が分かる書類（パンフレット等）：１部 

ウ （企業連合の場合のみ）企業連合協定書 様式３：１部 

エ （企業連合の場合のみ）企業連合届出書 様式４：１部 

 

(2) 提出期限・提出先等 

ア 提出期限 

令和７年５月 19日（月） 17時まで（必着） 

イ 提出先 

https://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/07-jigyousha/07-140-20250410.html
https://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/07-jigyousha/07-140-20250410.html
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前記１（7）の担当課 

ウ 提出方法 

持参又は郵送のいずれかによるものとする。 

(ｱ) 持参の場合 

８時 30分から 17時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の間に、提出先へ事前連

絡のうえ直接持参すること。 

(ｲ) 郵送の場合 

角２封筒に提出書類を封入し、封筒に「公募型プロポーザル参加資格確認申請書等在

中」と朱書きのうえ、書留郵便等の配達記録が残る方法により郵送すること。 

 

(3) 提出時の留意事項 

ア 参加資格確認申請書等の提出期限後の訂正、差し替え及び追加は認めない。 

イ 提出期限までに参加資格確認申請書等が到達しなかった場合は、本プロポーザルに参加で

きない。 

 

(4) 参加資格確認結果の通知等 

ア 公募型プロポーザル参加資格確認申請書等の受理及び内容の精査を行い、本プロポーザル

への参加可否について、各参加申請者へ書面にて通知する（令和７年５月 23日（金）に発

送予定）。 

イ 本プロポーザルへの参加を認めた事業者（以下「参加事業者」という。）は、後述７、８に

基づき企画提案書等を提出するものとする。 

ウ 参加事業者が１者である場合であっても、企画提案書等を提出するものとする。この企画提

案書等により後述９に基づく審査を実施し、本業務を適切に実施できると判断した場合は、

当該参加事業者を受託候補事業者とする。 

 

 

７ 企画提案書等の作成要領 

参加事業者は、以下のとおり企画提案書等を作成のうえ、後述８のとおり提出すること。 

(1) 企画提案書の作成 

ア 企画提案書の構成 

企画提案書の構成は、以下のとおりとする。 

(ｱ) 表紙 

(ｲ) 目次 

(ｳ) 企画提案書 

企画提案書は、正確な評価を行うために、「評価基準」の項目順にまとめること。また、

企画提案書の全ての見出しは、「評価基準」の評価項目に１対１で対応させ、各評価項

目に対する提案内容のみを記述すること。他の見出しに記述された内容及び「評価基

準」の評価項目にない見出しに記述された内容は審査対象外とする。 
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(ｴ) 機能要件一覧（仕様書別紙１） 

仕様書別紙１「【回答票】機能要件一覧」に記載の要領に基づき記入すること。 

(ｵ) 非機能要件一覧（仕様書別紙２） 

仕様書別紙２「【回答票】非機能要件一覧」に記載の要領に基づき記入すること。 

(ｶ) データセンター要件一覧（仕様書別紙３） 

仕様書別紙３「【回答票】データセンター要件一覧」に記載の要領に基づき記入するこ

と。 

なお、(ｴ)機能要件一覧（仕様書別紙１）、(ｵ)非機能要件一覧（仕様書別紙２）及び(ｶ)デー

タセンター要件一覧（仕様書別紙３）について、「可否」欄に「実現不可 ×」が１つでもあ

る場合は（ただし、(ｴ)機能要件一覧（仕様書別紙１）にあっては、「機能の優先度」が「○ 

 推奨」のものは除く）、企画提案書は無効とし失格とする。 

また、「可否」欄で「代替案 △」を選択した場合でも、提案内容が選定委員会において代

替案として十分と認められない場合は、企画提案書は無効とし失格とする。 

イ 企画提案書の作成時の留意事項 

(ｱ) 企画提案書は、原則としてＡ４版の任意様式とし、横書き、両面カラー印刷、長辺綴じ、

フォントサイズ 11ポイント以上とすること。なお、やむを得ずＡ３版を使用する場合

は、片面印刷、折綴りとすること。 

(ｲ) 企画提案書のページ数は、40 ページ以内とし、通しのページ番号を記入すること（表

紙、目次、機能要件一覧、非機能要件一覧及びデータセンター要件一覧を除く）。 

(ｳ) 企画提案書には、正本の表紙を除き、参加事業者が判別できるような情報（社名、企業

ロゴ等）の記入、資料の添付は一切行わないこと。参加事業者が判別できるような企画

提案書の場合には、失格とする場合もあるので留意すること。 

(ｴ) 表紙には、表題として「仙台市水道局ホームページリニューアル及び運用保守等業務委

託企画提案書」と記入すること。このほか、正本は、表紙に参加事業者名（商号又は名

称）、企画提案書に関する担当部門名、責任者名を記入するとともに、代表者印を押印

すること。なお、副本は、表題のみを記入すること。 

(ｵ) 企画提案書の内容は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、画像や図表等を

用いつつ、提案ポイントの箇条書きや提案内容の根拠を提示する等、具体的かつ分かり

やすい内容にすること。また、専門用語や略語を使用する場合には、初出の箇所に一般

用語を用いて定義を記入するほか、必要に応じて注釈を付記すること。 

(ｶ) 企画提案内容は、契約時の委託内容にも反映させるため、実現性が低いにも拘わらず提

案するようなことがないこと。 

(ｷ) 機能要件一覧（仕様書別紙１）の「機能の優先度」が「○  推奨」の項目の「可否」欄

の「○」の多寡は、本プロポーザルの評価点数に直接は影響しない。ただし、機能要件

一覧（仕様書別紙１）、非機能要件一覧（仕様書別紙２）及びデータセンター要件一覧

（仕様書別紙３）については、企画提案の実現性の確認のため審査において参照するた

め、企画提案書の内容と機能要件、非機能要件及びデータセンター要件の内容が矛盾す

る提案を行わないよう留意すること。 
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(2) 見積書の作成 

ア 見積書の内容 

見積書は、以下の種類別で任意様式により作成すること。なお、企画提案書（機能要件一覧、

非機能要件一覧及びデータセンター要件一覧）に記載した内容は、全て見積書に反映させるこ

と。 

(ｱ) 再構築業務 

サイト構築、CMS 導入・設定、サーバー・ネットワーク環境構築等の再構築業務に係る

全ての経費を記載すること。また、その内訳も可能な限り詳細に記載すること。 

(ｲ) 初期運用支援 

リニューアルサイト公開から当該年度末までにおける初期運用支援業務に係る全ての

経費を記載すること。また、その内訳も可能な限り詳細に記載すること。 

(ｳ) 運用・保守 

リニューアルサイト公開から令和 12年度末までにおける運用・保守に係る全ての経費

を記載すること。また、その内訳も可能な限り詳細に記載するとともに、月別の金額が

分かるように記載すること。 

イ 見積書に関する留意事項 

(ｱ) 見積書の件名は、「仙台市水道局ホームページリニューアル及び運用保守等業務見積書

（種類名）」とし、宛名は「仙台市水道事業管理者」とすること。 

(ｲ) 見積金額の多寡は、本プロポーザルの評価点数に影響しない。ただし、見積金額の総額

が前記１（5）の委託上限金額を超過している場合は、失格とする。 

 

 

８ 企画提案書等の提出 

参加事業者は、前記７に基づき作成した企画提案書等を以下のとおり提出すること。 

(1) 提出書類・提出部数 

ア 企画提案書：正本１部、副本 10部、電子データ（PDF形式・CD-R又は DVD-Rに保存）１部 

イ 見積書：各１部ずつ（計３部） 

 

(2) 提出期限・提出先等 

ア 提出期限 

令和７年６月２日（月） 17時まで（必着） 

イ 提出先 

前記１（7）の担当課 

ウ 提出方法 

持参又は郵送のいずれかによるものとする。 

(ｱ) 持参の場合 

８時 30分から 17時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の間に、提出先へ事前連
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絡のうえ直接持参すること。 

(ｲ) 郵送の場合 

角２封筒に提出書類を封入し、封筒に「公募型プロポーザル企画提案書等在中」と朱書

きのうえ、書留郵便等の配達記録が残る方法により郵送すること。 

 

(3) 提出時の留意事項 

ア 前記５（2）のとおり公表する仕様書等に関する質問に対する回答を確認のうえで提出する

こと。 

イ 企画提案書は、１者１提案とし、２以上の提案は認めない。 

ウ 企画提案書等の提出期限後の訂正、差し替え及び追加は認めない。 

エ 提出期限までに企画提案書等が到達しなかった場合は、失格とする。 

 

 

９ 審査 

(1) 審査方法 

受託候補事業者の選定にあたっては、発注者が設置する「仙台市水道局ホームページリニューアル

及び運用保守等業務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）」において、募集要項別紙

「評価基準」に基づき、公平、公正及び客観的に審査・評価を行う。 

 

(2) 選定委員会の構成 

選定委員会は、仙台市水道局職員７名（委員長及び副委員長を含む。）をもって構成する。 

 

(3) プレゼンテーションの実施 

プレゼンテーションは、以下のとおり実施する。 

ア 日時 

令和７年６月 11日（水） 予定 

イ 場所 

仙台市水道局本庁舎内（仙台市太白区南大野田２９－１） 

ウ 所要時間 

１者あたりのプレゼンテーションは 40分以内（厳守）とし、その後選定委員による質問を

行う。 

エ 内容・留意事項 

(ｱ) プレゼンテーションは、事前に提出された企画提案書に基づき説明を行うものとし、当

日は大型モニターを使用した画面投影を行う。なお、使用する大型モニターは発注者が

用意するが、企画提案書の画面投影に使用する端末は参加事業者が用意すること。な

お、投影用大型モニターが対応している映像入力端子は HDMIタイプ Aコネクタである。 

(ｲ) 企画提案書と異なる内容の説明及び追加資料の配付は認めない。 

(ｳ) プレゼンテーションの時間（40分）の範囲内であれば、CMS画面又は公開ページを選定
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委員に閲覧させることを可とする。ただし、使用する端末及びネットワーク環境等は参

加事業者が用意すること。 

(ｴ) 出席者は、１者あたり原則として３名までとする。また、説明は本業務に携わる責任者

又はこれに準ずる者が行うものとする。 

(ｵ) 参加事業者を特定できる行為（社名を連想させる発言、社章・社員証の着用等）は行わ

ないこと。 

(ｶ) 集合時間及び集合場所等については、各参加事業者へ個別に通知する。 

 

(4) ヒアリングの実施 

審査において疑義が生じた場合、選定委員会は疑義が生じた企画提案書を提出した参加事業者に

対し、個別のヒアリングを行うことができるものとする。この場合において、選定委員会が必要と認

めるときは、機能要件、非機能要件及びデータセンター要件を満たしていることを確認する目的に限

り、追加の資料の提出を要求することができることとする。 

なお、提案者から個別のヒアリングの実施を求めることは、いかなる理由があっても認められな

い。 

 

(5) 評価基準 

募集要項別紙「評価基準」のとおり。 

 

(6) 受託候補事業者の特定 

ア 選定委員会での審査の結果、参加事業者の中で評価点の合計（選定委員会の構成員７名によ

る評価の合計点（1名 300点満点×7名＝2,100点満点）をいう。以下同じ。）が最も高い者

（以下「最高得点者」という。）を受託候補事業者とする。 

イ 最高得点者が２者以上であった場合は、以下のとおり受託候補事業者を特定する。 

(ｱ) 「２ 新ホームページの設計及び構築」の項目の評価点の合計が最も高い者を受託候

補者とする 。 

(ｲ) 「２ 新ホームページの設計及び構築」の項目の評価点の合計が同点の場合は、「３ 

CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）の導入」の項目の評価点の合計が最も高

い者を受託候補者とする 。 

(ｳ) 「２ 新ホームページの設計及び構築」及び「３ CMS（コンテンツ・マネジメント・

システム）の導入」の項目の評価点の合計が同点の場合は、選定委員会で協議のうえ、

受託候補事業者を特定する。 

ウ 評価点の合計が 840点以下である場合には、受託候補事業者として特定しない。 

 

(7) 審査結果の通知及び公表 

審査結果は、令和７年６月 27日（金）（予定）に、各参加事業者へ書面にて通知（発送）するとと

もに、仙台市水道局ホームページ（https://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/07-jigyousha/07

-140-20250410.html）に掲載することにより公表する。 

https://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/07-jigyousha/07-140-20250410.html
https://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/07-jigyousha/07-140-20250410.html
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(8) 審査結果に関する質問等 

参加事業者は、前記（7）の審査結果について、審査結果公表日から７日以内（土曜日、日曜日及

び祝日を除く。）に書面（任意様式）により、その理由の説明を求めることができる。 

回答は、その書面を受け付けた日から 10日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）に書面により

通知する。 

 

(9) 失格事由 

以下のいずれかに該当した場合は失格とし、審査対象から除外する。 

また、受託候補事業者が契約締結するまでの間に以下のいずれかに該当した場合又は該当してい

ることが判明した場合は、受託候補事業者としての決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。 

ア 前記３の参加資格要件を満たさなくなった場合 

イ 提出書類に虚偽の記載又は重大な不備があった場合 

ウ 提出期限までに書類が提出されなかった場合 

エ 企画提案書の記載内容が法令違反である等、著しく不適当な場合 

オ 前記７から９までに掲げる企画提案書等の作成・提出等及び審査に係る個別の失格要件に

該当する場合 

カ 前記９（3）のプレゼンテーションに出席しなかった場合 

キ 個別に選定委員と接触を持つ等、審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

ク その他本業務の遂行にふさわしくないと選定委員会において認められた場合 

 

 

１０ 契約 

ア 受託候補事業者は、本プロポーザルにおいて最適な提案者として特定したのみであり、契約

を締結するまでは契約関係を生じない。 

イ 受託候補事業者と協議し、企画提案内容等を反映した仕様書を調整のうえ、地方自治法第 2

34条に基づく随意契約により、業務委託契約を締結する。 

ウ 受託候補事業者と協議が整わない場合、契約締結までの間に後述１１アの辞退の届出があ

った場合、前記９（9）の失格事由に該当した場合又はその他やむを得ない事情により受託

候補事業者と契約を締結できない場合は、次点の評価を得た参加事業者を受託候補事業者

として特定する。 

 

 

１１ その他留意事項等 

ア 前記６の参加申請後、本プロポーザルを辞退する場合は、公募型プロポーザル参加辞退届出

書 様式５に必要事項を記入し、持参又は郵送のいずれかにより提出すること。 

(ｱ) 持参の場合 

８時 30分から 17時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の間に、前記１（7）の担
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当課へ事前連絡のうえ直接持参すること。 

(ｲ) 郵送の場合 

角２封筒に提出書類を封入し、封筒に「公募型プロポーザル参加辞退届出書在中」と朱

書きのうえ、前記１（7）の担当課へ書留郵便等の配達記録が残る方法により郵送する

こと。 

イ 本プロポーザルに係る各種書類の作成・提出及びプレゼンテーションに要する全ての経費

は、参加事業者の負担とする。 

ウ 提出された各種書類の内容に含まれる著作権、特許権、商標権及びその他日本国の法令に基

づいて保護される第三者の権利の対象となっている手法等を用いた結果生じた事象に係る

全ての責任は、参加事業者が負うものとする。 

エ 提出された各種書類は、選定結果に拘わらず返却しない。なお、本プロポーザルにおける審

査以外の目的では使用しないが、仙台市情報公開条例（平成 12 年仙台市条例第 80 号）第

５条に基づく公文書開示請求があった場合は、同条例第７条に基づき、不開示情報を除いて

開示請求者に開示する。 

オ 本プロポーザルの参加にあたっては、地方自治法、地方自治法施行令、その他関係法令、仙

台市水道局契約規程、本局の要綱及び要領等（プロポーザル関係資料を含む。）を承知のう

えで参加すること。 


